
「魅力ある職場づくり」推進に向けた各企業の取組

１ 時間外・休日労働の削減・抑制の取組

業務の分散、平準化を図ることにより、時間外・休日労働の削減・抑制

を図っている。令和３年４月以降、１か月４5時間を超える時間外・休日労

働の実績は認められない。また、社員の健康管理及び長時間労働抑制の観

点から、勤務終了時から次の勤務を開始するまでの間に10時間以上を空け

る勤務間インターバル制度を導入している。

２ 年次有給休暇の取得促進

新入社員にも入社時に年間22日の年次有給休暇を付与し、１人当りの年

間最低取得日数を10日を目標に設定し、各部署ごとに取得促進を図ってい

る。※令和２年度、３年度共に目標をクリアし、令和３年度の１人当りの

年次有給休暇の年間平均取得日数は、15.5日である。

３ ワークライフバランスの取組

法律上時効となった年次有給休暇を最大100日間特別休暇として積み立て

られる制度を取り入れており、社員の生活と仕事の両立を図りやすくするた

めの取組を行っている。
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当社の働き方改革の主な取組
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